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ドイツにおける

「移民背景を持つ人」



移民背景を
持たない人

移民背景を持つ人を含むドイツの人口

移民背景を
持つ人

移住経験のあ
る外国籍の人

移住経験のな
い外国籍の人

移住経験のある
ドイツ国籍の人

移住経験のない
ドイツ国籍の人

全人口：8280万人



ドイツ：移民・難民の増加

• 「出稼ぎ労働者」の長期滞在、家族の呼び寄せ、現地での
結婚

• シリアやウクライナからの難民

• 経済のグローバル化に伴う移動する人の増加、長期滞在化

2024



考え方や文化的背景が異なる人たちが

共に生きていくには何が必要か？



多様な人が共に生きていくことについて

考える「ことばの教育」

「複言語・複文化主義」の考え方



◆ 複言語主義

◆ 言語の多様性

◆ 相互理解

◆ 民主的シティズンシップ

◆ 社会的結束

欧州評議会言語政策部局の掲げる理念

＜欧州評議会＞
・欧州の文化的結束性には「一つの言語理念」が必要



ドイツ語

英語

冗談で使う
ことば

（スペイン語、
アラビア語、
ロシア語）

日本語

中
国
語

アニメ
の

ことばと歌

台
湾
語

SNSの
ことば

「その人ならでは」の
ことばの

混ざり合った総体

12歳ドイツ在住
 

タクト（仮）の例



複言語主義 plurilingualisim

≠ 多言語主義 multilingualism 

個人が持つ言語的リソース
を尊重し、その豊かさに光を
当てる →寛容性

タクト語



複言語・複文化主義

策定ガイド（Beacco & Byram, 2007）

複言語教育の目標：

❑ 個々人の複言語レパートリーを増やすこと

❑ 価値としての教育：言語的多様性の維持に必要な

言語の多様性への気づき（awareness）を高め、

言語的な寛容性を養うこと



多様な人が共に生きていくことについて

考える「ことばの教育」

「民主的シティズンシップ教育」



◆ 複言語主義

◆ 言語の多様性

◆ 相互理解

◆ 民主的シティズンシップ

◆ 社会的結束

欧州評議会言語政策部局の掲げる理念

＜欧州評議会＞
・欧州の文化的結束性には「一つの言語理念」が必要



民主的シティズンシップ教育

• 民主主義のもとで、移民も含めたすべての社会の構成員に市民として

の権利と責任を認識しながら平等に共に社会参加できることを促して

いく教育

• 民主的社会のルール、現代社会（歴史、文化を含む）に関する知識、人
権と民主的シティズンシップの原則と価値に関する知識を身につけ
（認知）、

他者との関係性の中で自己の価値観に基づくアイデンティティ
形成を行い（情動・価値）、

他者と共に生き、協力、協働、議論、選択、調整（問題解決）
を通して責任を持って社会を形づくる（行動）

・・・能力を育成する教育（STARKEY 2002、福島 2011）



考え方や文化的背景が異なる人たちが

共に生きていくには何が必要か？

どの言語、文化もその価値を認め、他者の複言語能力を

尊重する

同じ市民として寛容性をもって

共に生きていこうとする姿勢

主体的に他者と関わり、

共に自分たちの社会をつくろうとする姿勢と行動力



ドイツの移民政策と

「統合コース」の紹介



ドイツの外国人労働者の受け入れ

• 「出稼ぎ労働者」の長期滞在、家族の呼び寄せ、現地での結婚

• シリアやウクライナからの難民、経済のグローバル化に伴う移動する

人の増加、長期滞在化

→ドイツ国内の言語政策に大きな影響を与える

• 1965年「外国人法」の制定 → 2004年「滞在法」の制定へと発

展

→移民の「社会統合政策」についての規定が拡充

• 2005年：新しい「移民法」が施行される

→移民に対する統合支援が「国の課題」として捉えられるようになる



移民の社会統合

• 2015年：大量の難民の受け入れ → インテグレーション法の施行

• 移民の「社会統合」を目指した「統合コース」が法的に義務化

• 統合コースの実施：連邦移民難民庁（BAMF）によって委託された機

関（市民大学［VOLKSHOCHSCHULE］、語学学校、教育機関な

ど）

• 統合コースの目的：

移民の社会参加と機会均等を促進すること。

外国人が第三者の助けや仲介を受けずとも日常生活の全てについて

自立して行動できるようにすること。

• 統合コースは「援助と要求（GEFÖRDERT UND GEFORDERT）」が基本

原則 →移民にも責任を持って努力することが求められる



統合コース

• 統合コース：

✓語学コース 45分×600コマ（到達目標レベル：B1）→語

学試験

✓オリエンテーションコース* 45分×100コマ →試験

*ドイツの法制度、歴史、文化について学ぶコース

（特定の対象グループ向けの統合コースもある）



統合コースの流れ（連邦移民難民［BAMF］）









統合コースの教材の紹介



移民（成人）向けコースの教科書

• 対象者

移民（成人）コース：ORIENTIERUNGSKURS（100時間）

• 内容

ドイツ連邦移民・難民庁 (BAMF)が構築した

ドイツ全国共通のORIENTIERUNGSKURSカリキュラムに

則って作成されている。→ボイテルスバッハコンセンサス

miteinander leben 

(2023)



Orientierungskurs

使用教科書一覧

出典：ドイツ連邦移民・難民庁 (BAMF)



移民（成人）向けコースの教科書

• 対象者
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ドイツ全国共通のORIENTIERUNGSKURSカリキュラムに

則って作成されている。→ボイテルスバッハコンセンサス

• ねらい

－ドイツの国家システムへの理解を深める

－ドイツに対する肯定的な評価が持てるようになる

－国民・市民としての権利と義務に関する知識の習得

－自分を方向づける能力を身につける

－社会生活への参加を可能にする行動力の獲得

－異文化能力の獲得

miteinander leben 

(2023)
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移民（成人）向けコースの教科書



教科書タイトル 『共に生きる（MITEINANDER LEBEN）』

→共に生きるのに必要な能力とは？

• 関心と好奇心

• オープンであること／開かれていること＆勇気

• 理解と寛容性

移民（成人）向けコースの教科書



『MITEINANDER LEBEN』 目次

Modul 1 民主主義における政治

ドイツでの暮らし

基本法における基本権

憲法の理念と国家体制

国家の役割と市民の義務

憲法機関と政党

社会参加と政治参加

Modul 2 歴史と責任

ドイツの様相

国家社会主義とその帰結

ドイツの分裂と再統一の歴史

欧州連合

Modul 3 人と社会

家族とその他の同居形態

男性と女性の役割に対する理解と平等な権利

教育

寛容さと共存／移民国家としてのドイツ

宗教の多様性



ドイツ国籍を取得す

ることについて考える

Modul 1 民主主義における政治

憲法機関と政党



Modul 1 民主主義における政治

社会参加と政治参加

問題が起こったときに、

どのように解決できるか。

例：町の役所関係の

窓口での問題



・コミュニケーションの

スタイル

・時間の概念

・規則との向き合い方

・もめごとが起こった

ときの正しい言い争

いの仕方

Modul 3 人と社会

寛容さと共存／移民国家としてのドイツ



・色々な宗教の考え

方があることを知る。

・宗教に対する偏見

を意識化させ、寛容

性について考える。

・偏見に対して自分

は何ができるのか？

Modul 3 人と社会

宗教の多様性



移民の子どもたちに対する

ことばの教育の紹介



• 新たにドイツに移住してきた就学義務のある年齢（6歳から18歳）の
子どもの数（絶対数）

ドイツの移民背景を持つ子どもたちをめぐる状況



新しく移住してきた子どもたちに対する教育の基本的方針

（藤原 200５, 立花 2009）

◉「外国人労働者子弟のための授業に関する協定」（文部大臣会議）

・ドイツ社会への編入（統合） ←第二言語としてのドイツ語教育

・言語的文化的アイデンティティの保持 ←母語教育

→言語政策「同化」から「多元的統合」へ

ドイツの移民背景を持つ子どもたちをめぐる状況



移民背景を持つ児童生徒の退学率

18歳以上25歳未満で
教育または職業訓練
を受けておらず、第2
次中等教育（15〜18
歳ぐらい）の修了資
格を持たない者

移民背景を
持たない生徒

移民背景を
持つ生徒



1978年政令「ドイツの学校への適応に際する支援」

・準備クラス（Vorbereitungsklassen）
目的：ドイツの学校に慣れ、通常学級に速やかに移ること
内容：第二言語としてのドイツ語授業（週１２時限）＋母語による授業

・母語とドイツ語を授業言語とする学級
内容：母語を同じくする外国人児童生徒に対して、言語以外の教科においてもか
れらの母語による授業が行われる。ドイツ語は外国語としての教授法で教えられる
。

・集中コース
内容：言語が重視されない教科は通常学級で、それ以外はドイツ語授業を受ける
コース

・支援授業
目的：通常学級に在籍しているが、ドイツ語が十分でない児童生徒のための授業

ドイツの学校への適応に際する支援 



「準備クラス」の概要

❑第一段階： 基礎段階のコース（基本的に半年） A2＋

・ドイツ語圏の世界で生活でき、日常的なコミュニケーションができるようになること目

指す。

・ドイツ語の基礎知識、基礎的な学習方法、主体的に日常のコミュニケーションに参加

できる能力の習得を目指す。

・ドイツ語の口頭能力（コミュニケーション能力）の育成が中心となるが、読み書きも練

習する。

❑第二段階： 発展段階のコース（基本的に半年） B1-

・徐々に通常学級への編入を目指した準備に移行する。教科学習に必要なドイツ語の

口頭能力と筆記能力の育成を目指す。

・授業でのやりとりにおいて求められることを準備する。

・発展的な学習形態、学習方法を習得することを目指す。 ドイツの価値観、規則



ドイツの「出自言語教育（母語教育）」

「出稼ぎ労働者」の受け入れ

→労働者家族の子供が出身国に戻った後に再適応しやすく

なることを目的とした授業を開講する。

「出稼ぎ労働者」の大多数：ドイツに留まるように

→帰国後の再適応を目指して導入された授業のあり方を

問い直す。



ハンブルク州における出自語教育の指導要領（抜粋）

ギムナジウムにおける出自言語の授業では、子どもたちの

様々な生活の中で獲得された言語の能力を結びつけて、話

す、聞く、読む、書く、言語について（メタ的に）考えること、そ

して仲介といった全ての根源にある能力を伸ばしていくこと

を目指す。

出自言語 ⇆ ドイツ語など他の言語
関係づけていく

ドイツの「出自言語教育」



ハンブルク州における出自語教育の指導要領（抜粋）

出自語の授業では、子どもの個人的な経験について話せるよう
な雰囲気と時間をつくり、（子どもたちから出てきた話の）情報を
比較させたり、色々な国や地域の事情に関する知識を教えたり、
さまざまな言語的、民族的、宗教的、社会的、文化的な要因に対
応していけるようなサポートを行う。加えて、子どもたちが自身の
家族の歴史、そして同じルーツをもつ集団の伝統や規範、価値
感についても考えられるようにする。それによって、文化的な仲介
者として主体的に行動し、異なる文化間に起こった誤解や摩擦
にうまく対応できる能力をつける。

ドイツの「出自言語教育」



ハンブルク州における出自語教育の指導要領（抜粋）

出自語の授業では、子どもの個人的な経験について話せるよう
な雰囲気と時間をつくり、（子どもたちから出てきた話の）情報を
比較させたり、色々な国や地域の事情に関する知識を教えたり、
さまざまな言語的、民族的、宗教的、社会的、文化的な要因に対
応していけるようなサポートを行う。加えて、子どもたちが自身の
家族の歴史、そして同じルーツをもつ集団の伝統や規範、価値
感についても考えられるようにする。それによって、文化的な仲介
者として主体的に行動し、異なる文化間に起こった誤解や摩擦
にうまく対応できる能力をつける。

ドイツの「出自言語教育」

複言語・複文化能力

誤解や摩擦の問題を解決

仲介者としての力



さいごに・・・



「ことばの教育」を通してできること

考え方や文化的背景が異なる人たちが
共に生きていくために

• 人権の尊重、アイデンティティの尊重

• 言語的・文化的寛容性

• 複言語・複文化能力の尊重と促進

• 誤解や摩擦の問題を解決する能力、仲介能力の促進

• 自分の意見を形成し、主体的に行動できる力を育てる

• 対等な市民、民主的な対話、共に社会をつくるといった意識

→多様な人が共に新しい価値を生み出すプロセスが重要
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